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農地中間管理事業の推進に関する基本方針 

 趣 旨 

 地域の話合い活動により策定された地域計画に基づき，農地の効率的な利用を推進す

る必要があるため，話合い活動の継続・活性化を促進するとともに，農地中間管理事業

などを活用し，担い手への農地の集積・集約化を加速する必要がある。 

また，併せて荒廃農地の発生防止や解消を推進する必要がある。 

 このため，この基本方針においては，「農地中間管理事業の推進に関する法律」（以

下「法」という。）第３条に基づき，効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する

農用地の面積の目標，農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等について定めて

いる。 

 

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標 

 

 

 

現 状 

（令和６年度） 

目 標 

（令和 17 年度） 

 

①耕地面積 

※１ 

②効率的かつ安定的な農業経営が

地域の農用地の利用に占める面積 

     

 

１１０，４００ha 

 

５２，９００ha 

 

 

１０９，０００ha 

 

７６，３００ha 

      

 

②／① 

 

 

４７．９％ 

    

     

７０％ 

 

  ※１ 「効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占める面積」は，担い手（認定

農業者，認定新規就農者，集落営農経営，基本構想水準到達者）の地域における農用地

利用面積で，農地中間管理事業等による借り入れ農地のほか自己所有農地，農作業受託

の合計面積。 

 

２ １以外の農地中間管理事業の推進等により達成しようとする農用地の利用の効率化

及び高度化の促進に関する目標 

 

 

 

現 状 

（令和６年度） 

目 標 

（令和 17 年度） 

 

荒廃農地(遊休農地)面積 ※２ 

農用地区域内 

 

 

 

５，７７１ｈａ 

 

 

 

０ｈａ 

 

 ※２ 荒廃農地のうち再生利用可能な荒廃農地面積 

荒廃農地の解消については，農地中間管理事業のほか，国・県・市町村等の補助 

事業の活用，農家の自助努力等により関係機関・団体が連携し取り組むこととする。 
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３ 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向 

（１）担い手への農地の集積・集約化と荒廃農地の発生防止・解消を進めるため，農地

バンクが十分に機能を発揮できるよう県，地域，市町村段階の推進体制を整備する。 

 

（２）地域の話合い活動により目指すべき将来の農業や農地利用の姿を明確化した地域

計画を実現すべく，関係機関・団体と連携して，地域内外から農地の受け手を幅広く

確保し，農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化を進める。 

 

（３）農地整備事業の実施地区においては，一体的に農地中間管理事業の推進を行うな

ど連携を図る。 

 

（４）農地バンクを活用した担い手への農地を更に集積・集約化するため，農地を貸し

付けた地域を支援する「農地集約化促進事業」など各種補助事業や制度等の周知を図

る。 

 

（５）市町村・農業委員会等と農地バンクが連携し，所有者不明農地制度による所有者

不明農地の活用促進を図る。 

 

４ 農地中間管理事業の実施方法 

（１）農地中間管理事業の実施にあたっては，農地バンクが作成する「農地中間管理事

業規程」等に基づくものとする。 

 

（２）農地バンクは，原則として全ての市町村（農業委員会を含む）に，その同意を得

て業務を委託するとともに，農用地利用集積等促進計画の案の作成を求めることを基

本とする。 

   また，委託された業務を適切に行えると認められる場合は，市町村農業公社等に委

託できるものとする。 

 

５ 農地中間管理事業に関する啓発普及 

（１）地域計画の策定・変更のプロセスや実現に向けた取組において，地域の関係者に

農地バンクの活用方法について，関係機関・団体と連携し，周知・徹底を図る。 

 

（２）県や農地バンクが実施する研修会等で農地中間管理事業の推進を図る。 

 

６ 地方公共団体，農地バンク，日本政策金融公庫等の連携及び協力 

  県，農地バンク，県農業会議，県農業協同組合中央会，県土地改良事業団体連合会，

市町村，農業委員会，日本政策金融公庫等は連携・協力し，農地中間管理事業の円滑な

実施を図る。 

 

７ その他 

  情勢の推移等により必要が生じたときは，基本方針を見直すものとする。 
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